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ＩＣＴサービス安心・安全研究会 消費者保護ルールの見直

し・充実に関するＷＧ中間報告に対する意見書 
～店舗契約にもクーリング・オフの導入を～ 

 

 時下、貴職ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

・・・・・・総務省では、平成 26 年 7 月に総務省「ＩＣＴサービス安心・安全研究会        

消費者保護ルールの見直し・充実に関するＷＧ」にて中間報告が出されました。しか

し、9 月に提出された報告書案では、消費者保護規定が後退しています。・・・・ 

以下のように意見を述べます。 

記 

 

当協会では、創立以来 26 年にわたり消費者相談、ＡＤＲ、１１０番事業を行っており、

中間報告は、消費生活相談等に係るものにとっても、非常に意義のあるものだと感じ

ています。特に消費者保護に配慮しているとして評価できる点は以下の４点です。 

 

１．電気通信事業者・代理店に利用者の知識に配慮した、適合性の原則を踏まえた説

明の義務付け 

電気通信サービスは、新しいサービスであること、仕組みが複雑であることに加

え、回線事業者、携帯電話会社、販売代理店、回線を借りてサービスを行うＭＶＮ

ＯまたはＦＶＮＯ事業者等、さまざまな事業者が契約に参加しています。また、家

電製品と回線、スマートフォンとタブレット端末、またはデジタルフォトフレーム

や体重計とのセット販売など、契約関係の主体やサービスが複雑に絡み合っていま

す。さらに、回線事業者や携帯電話会社から販売代理店へ販売奨励金が支払われる

ことによる、キャッシュバック等もあり、本来の契約がいくらで、どの契約が有料

で、どれが無料かが非常に分かりにくいという特徴があります。それに加え、高齢

者の相談が増えています。総務省統計局が国勢調査をもとにまとめた推計によると、

８人に１人は 75 歳以上の後期高齢者です。東京都消費生活総合センターの平成 25

年度消費生活相談概要によると、高齢者（60 歳以上）の相談件数は約 3 万 9 千件（対

 



  

前年度比 16.6％増）で、相談全体の 3 割以上を高齢者が占めています。この傾向

はますます顕著になると思われますので、適合性の原則を踏まえた説明義務の義務

付けには賛成です。 

事例１． 

高齢の母宛に、光回線利用の確認と共に、プロバイダ料金が安くなると電話があ

り、母はよくわからないまま、遠隔操作で他社のプロバイダを契約してしまった。

 

２．契約後、一定期間内なら店舗販売でも解約できるクーリング・オフ制度を導入 

  長年消費者相談を受けている現場としては、実態に沿っており、賛成です。 

  店舗へスマートフォンを買いに行った際、モバイルＷｉ－Ｆｉルータを勧められ

て契約したが、帰宅後不要と気付き、翌日解約を申し出ても、割賦代金と 2 年縛り

の解約料を請求される、という相談があります。 

  既に携帯電話会社によっては、店舗でも一定期間であれば解約できる制度を既に

設けているところもあります。店舗でも一定程度の解約期間を設けていただきたい

と思います。 

訪問販売や電話勧誘販売等に限らず、店舗でよくわからないまま、契約をした人

が、後日解約を申し出るも解約料を請求されるという相談は多数入っています。し

たがって一定期間の解約を認める中間報告に賛成です。また、最低限、不実告知等

の取消の場合の関連商品として解除を認める規定を入れるべきと考えます。 

  特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、書面交付義務やク

ーリング・オフの適用があり、商品使用後、又は工事後でも商品返品、または原状

回復が可能、と定めています。それに準じた消費者保護規定を是非設けていただき

たく存じます。 

 

事例２．モバイルＷｉ-Ｆｉルーターを購入したが圏外 

携帯音楽プレーヤーが 100 円とのチラシを見て、家電量販店へ行ったところ、モ

バイルＷｉ-Ｆｉ（ワイファイ）ルータとのセット販売であった。携帯音楽プレー

ヤーが 100 円で買えるならと思い、詳細なエリアチェックをしてセットで契約し

た。自宅で使おうとしたら「圏外」表示が出る。自宅で使えないので解約したい。

事例３．プレゼントと勘違いしてモバイルＷｉ-Ｆｉルータを割賦契約した 

携帯電話ショップへ出向き、スマートフォンを購入した際、キャッシュバックの

ほか、キャンペーンとしてタブレット端末やモバイルＷｉ-Ｆｉルータを渡され

た。帰宅後、モバイルＷｉ-Ｆｉルータの契約をしていることが分かった。月額料

金等の説明をされたが、スマホの説明と勘違いした。翌日、モバイルＷｉ-Ｆｉル

ータを解約したいと店へ申し出たが、解約には解約料約 1 万円とモバイルＷｉ-Ｆ

ｉルータの割賦（かっぷ）代金がかかると言われた。 

 

３． ＳＩＭロック解除の義務化 

  海外では、ＳＩＭカードと携帯端末を別々に購入することが、一般的です。一定

程度のＳＩＭロック期間を経てＳＩＭロック解除をしています。しかし、日本では、

ＳＩＭロックが携帯電話会社の顧客囲い込みにつながり、過当な顧客争奪戦が繰り

広げられています。日本では、携帯電話会社により通信規格や周波数帯が異なるた

め、ＳＩＭロック解除をしても欧米のようにすぐ使えるようにはなりませんが、2020

年のオリンピック開催に備え、ＳＩＭロック解除が浸透することに賛成です。ただ

し、携帯電話に不具合が生じた場合、それが、ＳＩＭカードの不具合によるのか、

 



  

 

端末によるのか、または回線事業者の問題なのかわからない場合があります。不具

合の場合の責任の所在をはっきりさせる必要があると考えます。 

 

事例４．ＳＩＭカードの不具合 

格安のＳＩＭカードを購入したが、通信ができなくなった。SIM カードを提供する

回線提供者（MVNO）へ苦情を伝えたが、元の回線事業者（MNO）の不具合だと言わ

れ対応されない。 

 

４． 苦情・相談処理について第三者機関におけるＡＤＲの導入の検討 

電気通信サービスにおいて、店舗や各事業者のコールセンター等できちんと対応

してくれない、解決できないという苦情が相談現場には多数寄せられています。コ

ールセンター等では、説明をしていると思われますが、情報や知識の格差があると、

説明の意味が分からず、不満がより募るという結果になります。また、多数のプラ

ットフォームにまたがるサービスが行われていると、責任の所在が不明で、交渉先

が明確にならないという実態もあります。比較的契約金額が低額な電気通信サービ

スの場合、法的措置を起こすまでには至らず、同じような不満を抱えた人が多数潜

在的に存在するが、改善はされないということが起こります。 

金融庁にはＡＤＲ制度があり、裁判外で紛争を解決しています。電気通信サービ

スに関しても、ＡＤＲ制度ができることに関しては、賛成です。 

事例５．対応 

未成年の娘が、母親名義のスマートフォンでソーシャルゲームに登録した。父親

がアプリストアに父親のクレジットカード番号を登録した。娘が無料と勘違いし

てゲームのアイテムを購入し、後日、クレジットカード会社からアイテム代金を

請求された。未成年者取り消しを求めたいが、携帯電話会社も、SNS 会社も、ゲー

ム作成会社も、クレジット会社に、当社の問題ではないため、対応できないと言

う。 

         以上 


